
第２３回東京都メディカルコントロール協議会会議資料 
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 １８時００分～２０時００分 
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次    第 

 

１ 開 会 

 

２ 委員紹介等 

 

３ 審議事項 

  審議事項１ 東京都メディカルコントロール協議会における男女共同参画の推進につ

いて 

  審議事項２ 医療機関に勤務する救急救命士の認定を要する救急救命処置に係る認定

要領について 

  審議事項３ ガイドライン改訂に伴う救急活動基準の改正について 

   審議事項４ 救急需要逼迫時における救急救命士再教育の実施要領について 

  審議事項５ 新規薬剤投与実習医療機関の承認について 

 

４ 報告事項 

  報告事項１ 東京都における令和４年中の救急活動 

  報告事項２ 東京都の蘇生統計 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

次 第

１ 開 会

２ 委員紹介等

３ 審議事項

審議事項１ 東京都メディカルコントロール協議会における男女共同参画の推進について

審議事項２ 医療機関に勤務する救急救命士の認定を要する救急救命処置に係る認定要領について

審議事項３ ガイドライン改訂に伴う救急活動基準の改正について

審議事項４ 救急需要逼迫時における救急救命士再教育の実施要領について

審議事項５ 新規薬剤投与実習医療機関の承認について

４ 報告事項

報告事項１ 東京都における令和４年中の救急活動

報告事項２ 東京都の蘇生統計

５ その他

６ 閉 会
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会 長 横 田 裕 行 （日本体育大学大学院保健医療学研究科長・教授）

会長代理 坂 本 哲 也 （帝京大学医学部附属病院病院長）

委 員 ※ 五十音順

新 井 悟 （河北総合病院理事長補佐）

石 原 哲 （東京曳舟病院名誉院長）

猪 口 正 孝 （東京都医師会副会長）

植 松 悟 子 （国立成育医療研究センター総合診療部救急診療科部長）

畝 本 恭 子 （日本医科大学多摩永山病院副院長救命救急科部長）

大 友 康 裕 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科救急災害医学分野教授）

大 桃 丈 知 （東京都医師会救急委員会委員長）

岡 田 保 誠 （公立昭和病院救命救急センター長）

門 倉 徹 （東京消防庁救急部長）

菊 池 邦 彦 （八丈町消防本部消防長）

関 沢 明 彦 （昭和大学医学部産婦人科学講座教授）

田 中 誠 一 （稲城市消防本部消防長）

遠 松 秀 将 （東京都福祉保健局医療政策部長）

橋 本 雄太郎 （香川大学危機管理教育・研究・地域連携推進機構客員教授）

藤 野 甚 一 （大島町消防本部消防長）

保 家 力 （東京都総務局総合防災部長）

三 宅 規 之 （三宅村消防本部消防長）

矢 口 有 乃 （東京女子医科大学医学部救急医学講座教授・講座主任）

矢 野 正 雄 （南町田病院理事）

山 口 芳 裕 （杏林大学医学部救急医学教室主任教授）

吉 原 克 則 （東邦大学医学部客員教授）

第２３回東京都メディカルコントロール協議会

東京都メディカルコントロール協議会委員名簿
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項１ 東京都メディカルコントロール協議会における男女共同参画の推進について
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項１ 東京都メディカルコントロール協議会における男女共同参画の推進について

1.これまでの経緯

◆ 「東京都女性活躍推進計画」（令和４年３月）で、東京都の審議会等における女性委員任用率40％以上
の目標を設定

◆ 「東京都男女平等参画基本条例」（令和４年６月改正）第12条の２
都の政策の決定過程に多様な価値観や発想を反映させるため、都の附属機関及びこれに類似する機関(以下

「都の附属機関等」という。)の委員を選任するに当たっては、知事が別に定めるものを除き、男女いずれの性も委員
総数の40％以上となるよう努めなければならない。

2.現在の状況

◆ 「都の附属機関等」である東京都MC協議会の委員定数は25名（現員23名）
⇒ うち、女性任用率の算定対象委員数※ 16名（現員）における任用比率は19％（３名）

◆ 令和５年11月の委員改選までに、女性委員任用率の向上について検討する必要

【内訳】男性委員13名（81%）、女性委員３名（19%）
※ 職指定委員（都職員など）を除く委員が算定対象
（専門委員会は「都の附属機関等」に当たらないため、条例12条の２の適用外）
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項１ 東京都メディカルコントロール協議会における男女共同参画の推進について

3.対応の方向性

◆ 東京都メディカルコントロール協議会の設置要綱を改正し、委員定数を30名に引き上げたうえで、新たに女性委
員を７名任用

4.要綱改正案

東京都メディカルコントロール協議会設置要綱 第５条
【現行】
協議会は、別表に掲げる者につき知事が委嘱する委員25人以内をもって組織する。
【改正案】
協議会は、別表に掲げる者につき知事が委嘱する委員30人以内をもって組織する。

現行 改正案
委員定数 25名 30名

算定対象委員数（現員） 16名 23名

算定対象外委員数 7名 7名

女性委員数 3名 10名(現員３名+７名※)

女性委員任用率 19% 40%超

※ 新たに任用する女性委員については、各委員からの推薦など関係機関との調整により選定予定
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項１ 東京都メディカルコントロール協議会における男女共同参画の推進について

新 旧

（組織）
第５条 協議会は、別表に掲げる者につき知事が委嘱する委員３０人以内を
もって組織する。

附 則
１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

（組織）
第５条 協議会は、別表に掲げる者につき知事が委嘱する委員２５人以内を
もって組織する。

東京都メディカルコントロール協議会設置要綱 改正（案）新旧対照表
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項２ 医療機関に勤務する救急救命士の認定を要する救急救命処置に係る認定要領について
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「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正す
る法律」の公布

救急救命士法の一部が改正（令和３年１０月１日施行）

〇これまでの経緯

⇒救急救命士の業務の場が拡がる

「病院若しくは診療所に搬送されるまでの間」から
「病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間」へ

医師の具体的な指示を必要とする救急救命処置のうち、
・気管内チューブによる気道確保の実施
・ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施
にあたっては、都道府県MC 協議会の認定を受けていることが必要。
また、救急救命処置として追加された行為である
・心肺機能停止患者に対する薬剤（エピネフリン）投与
・心肺機能停止前の重度傷病者に対する、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液、血糖測定並び
に低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

については、その実施に当たり、追加前の資格取得者に関しては、同様に都道府県MC 協議会の認定を
受けていることが必要。

「医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドライン」
（令和４年９月３０日 一般社団法人 日本臨床救急医学会／一般社団法人 日本救急医学会）

第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項２ 医療機関に勤務する救急救命士の認定を要する救急救命処置に係る認定要領について
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〇課題

現行の東京都メディカルコントロール協議会において、消防機関に所属しない救急救命士を対象
とした認定体制がない

〇対応策

【東京都メディカルコントロール協議会設置要綱】

第２条 協議会は、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入

れの迅速かつ適切な実施を図るとともに、救急隊員（救急救命士を含む。以下同じ。）の資質を向上し、医

学的観点から救急隊員が行う応急処置等の質を保障することにより、傷病者の救命効果の向上を図ること

を目的とする。

東京都メディカルコントロール協議会に附属する新たな委員会を設置し、「医療機関に勤務する
救急救命士を対象とした認定を要する救急救命処置に係る認定の体制」を作る

第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項２ 医療機関に勤務する救急救命士の認定を要する救急救命処置に係る認定要領について
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（委員案） 所属 備考

東京都医師会 都の医療提供体制に深く関与

MC協議会委員（専門委員会委員を含む。救急医療、
救急救命士教育について精通している者。）

都MC協議会・各委員会との整合性を図る

総合防災部・福祉保健局・東京消防庁 消防の認定及び都MC体制との整合性を図る

〇専門委員会について（案）

⇒医療機関に勤務する救急救命士からの、認定を必要とする救急救命処置に係る認定申請について協
議し、適当と認められた際に認定する。

※ 委員については、東京都メディカルコントロール協議会設置要綱第9条第２項に基づいて選定予定

【名称(案)】医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定に関する委員会

・医療機関に勤務する救急救命士が必要とされる救急救命処置の認定に関することを協議する

【委員の構成】（案）

第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項２ 医療機関に勤務する救急救命士の認定を要する救急救命処置に係る認定要領について
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項２ 医療機関に勤務する救急救命士の認定を要する救急救命処置に係る認定要領について

新 旧

（専門委員会の設置）
第２条 東京都メディカルコントロール協議会（以下「協議会」という。）に、次の
専門委員会を設置する。
（1）～（4） 略
（5) 医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定に関する委員
会

２～５ 略
６ 医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定に関する委員会は、
医療機関に勤務する救急救命士が必要とされる救急救命処置の認定に関
することを協議する。

（招集）
第４条 事後検証委員会及び医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処
置認定に関する委員会は四半期毎、指示指導医委員会は年１回、その他
の専門委員会は委員長が会長と協議の上招集する。

附 則
１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

（専門委員会の設置）
第２条 同左
(1) ～(4) 同左
新設

２～５ 同左
新設

（招集）
第４条 事後検証委員会は四半期毎、指示指導医委員会は年１回、その他の
専門委員会は委員長が会長と協議の上招集する。

東京都メディカルコントロール協議会専門委員会設置要綱 改正（案）新旧対照表
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〇認定申請手続き(案) 医療機関に勤務する救急救命士がMC協議会（委員会）へ申請
・救急救命士の『認定申請』（追加講習・実習等を修了後）【常時受付】

実習修了 申請書提出
都MC協議会(委員

会)の審査
認定

※認定を希望する救急救命士は、医療機関を経由し都MC協議会に申請（福祉保健局HPからの電子申請を予定）

※認定は、四半期最終月15日までに受理したものを、翌月の委員会にて審議する

審査書類 申請書、救急救命士免許証、講習・実習の修了証等、院内研修の実施記録等（研修内容が確認できるもの）

審査基準 講習・実習の修了が確認できること

その他

〇以下に該当するものは認定を要しない
・薬剤投与：平成１８年４月１日以降に実施された救急救命士国家試験の合格者（平成１７年３月１０日 消防庁救急救助課長 厚生労働

省医政局指導課長 通知）

・心肺停止前の重度傷病者に対する拡大行為：平成２６年４月１日以降に、当内容を含んだカリキュラムを修了したうえで救
急救命士国家試験に合格した者（平成２６年１月３１日 消防庁救急企画室長 厚生労働省医政局指導課長 通知）

〇事故発生時の責任の所在については、認定を受けた救急救命士を雇用する医療機関もしくは当該救急救命士にあること
を「認定要領」に明記する

⇒ 研修内容が確認できるもの（カリキュラム、時間など）の提出を求める=妥当性の担保
現在までに発出されている国の通知を併せて示す→今までの救命士の認定基準を示す

⇒ 救命士を雇用する医療機関は、年1回（第一四半期）認定を受けた救命士の現況報告一覧を都MC
協議会へ提出する

第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項２ 医療機関に勤務する救急救命士の認定を要する救急救命処置に係る認定要領について
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について

≪その他関係≫

・心停止プロトコール（除細動・薬剤投与統一）

・酸素吸入の適応及び流量

・重度低体温への対応要領

・その他所要の改正

≪ガイドライン改訂関係≫

・心肺停止傷病者に対する着手要領の見直し

・妊婦（妊娠20週以降）の心肺蘇生に対する用手的子宮左方移動

・反応がある場合の異物除去における第一選択を背部叩打法とする改正

・新生児に対する人工呼吸回数等の変更
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

新 旧

第７章 第３節 第７ 心肺蘇生
１ 心肺蘇生（ＣＰＲ）の対象
意識がない場合で、次に掲げる対象者とする。
(1)～(4)

第７章 第３節 第７ 心肺蘇生
１ 同左
意識レベルＪＣＳ３００で、次に掲げる対象者とする。
(1)～(4) 同左

（改正案１） 心肺停止傷病者に対する着手要領の見直し

新 旧

第８章 第７節 第８ 産科救急
４ 救急処置

(1)～(4) 略
(5) 心肺蘇生時の処置

妊婦で視診または触診により子宮底が妊婦の臍の高さより上方と認め
た場合（およそ妊娠２０週以降が目安）は、人員の充足状況及び活動環境に
応じて、胸骨圧迫実施時には可能な限り用手的子宮左方移動に努める。

第８章 第７節 第８ 産科救急
４ 救急処置

(1)～(4) 略
新設

（改正案２） 妊婦（妊娠２０週以降）の心肺蘇生に用手的子宮左方移動を追記

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

（改正案２） 資料：用手的子宮左方移動の実施方法

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

新 旧

（改正案３） 反応のある場合の異物除去で第一選択を背部叩打法に変更

背部叩打法等を実施する(注１)

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について

注１ 背部叩打法と腹部突き上げ法を５回を目安に交互に行う。妊婦及び著しい肥満体の場合は背部
叩打法と胸部突き上げ法を５回を目安に交互に行う。

注１ 成人及び小児はハイムリック法及び仰臥位上腹部圧迫法を行い、乳児は背部叩打法及び胸
部突き上げ法を５回ずつ交互に行う。妊婦及び著しい肥満体の場合は胸部突き上げ法を行う。

17



第２３回東京都メディカルコントロール協議会

新 旧

第７章 第３節 第６ 人工呼吸
別表７－５ 人工呼吸の回数

第７章 第３節 第７ 心肺蘇生
３ 心肺蘇生の方法
（1） 略
（2） 用手による胸骨圧迫と手動式人工呼吸器（バッグマスク）又はデマンド
バルブによる人工呼吸とを併用した場合は、胸骨圧迫と人工呼吸の割合
を成人は３０：２、小児及び乳児の一人法は３０：２、二人法は１５：２とする。
出生直後の新生児の二人法における胸骨圧迫と人工呼吸は３：１とするよ
う努める。ただし、移動等でサイクルを保つことが困難である場合は、小児に
対する心肺蘇生法の比率（一人法３０：２、二人法１５：２）に準じた活動を行う。

第７章 第３節 第６ 人工呼吸
別表７－５ 人工呼吸の回数

第７章 第３節 第７ 心肺蘇生
３ 心肺蘇生の方法
（1） 同左中略）
（2） 用手による胸骨圧迫と手動式人工呼吸器（バッグマスク）又はデマンド
バルブによる人工呼吸とを併用した場合は、胸骨圧迫と人工呼吸の割合
を成人は３０：２、小児及び乳児の一人法は３０：２、二人法は１５：２とする。

（改正案４） 新生児に対する人工呼吸回数等の変更

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

新 旧

第７章 第３節
第８ 自動体外式除細動器による除細動
１ 除細動処置の対象
意識がない場合で総頸動脈（小児は総頸動脈又は大腿動脈、乳

児は上腕動脈又は大腿動脈）が触れず、心電図上に心室細動又は心室
頻拍がみられるすべての傷病者
２～５ 略

第７章 第３節
第８ 自動体外式除細動器による除細動
１ 除細動処置の対象
意識レベルＪＣＳ３００で総頸動脈（小児は総頸動脈又は大腿動脈、乳

児は上腕動脈又は大腿動脈）が触れず、心電図上に心室細動又は心室
頻拍がみられるすべての傷病者
２～５ 同左

（改正案５） 心停止プロトコール（除細動・薬剤投与統一）

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

新 旧

第７章 第３節
第11 心停止プロトコール

第７章 第３節
新設

（改正案５） 心停止プロトコール（除細動・薬剤投与統一）

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について

別図●ー●

効果の確認
総頸脈拍触知

人工呼吸の継続等
その他必要な処置

静脈路確保完了
現場２回まで
最大４回まで

いいえ はい

２分間のＣＰＲ
その他必要な処置

【脈拍あり】

２分間のＣＰＲ
薬剤投与を３～５分ごとに実施

３回まで ※

【脈拍なし】

通電
病着までに３回まで４回目以
降は助言

ＰＥＡ／心静止

反応の確認

呼吸及び脈拍の確認

心停止の確認、ＣＰＲ開始

ＶＦ／ＶＴ波形

※ 救急隊接触直後の波形等が以下の場合に薬剤投与
①ＶＦ／脈なしＶＴ、ＰＥＡを認める
②目撃あり心静止
③心停止から概ね１０分以内と考えられる目撃のない心静止
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

新 旧

図７－１４ 図７－１４

（改正案５） 心停止プロトコール（除細動・薬剤投与統一）

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について

【脈拍なし】

早期搬送

その他必要な処置

効果の判定

総頸脈拍触知可能

通電

ＶＦ／ＶＴ波形

２分間のＣＰＲ

通電３回実施

解析

【通電を

３回実施した】

【通電３回

未実施】

【脈拍あり】

注１ ⑴ 原則、救急隊による通電は、現場出発まで３回（消防隊の回数を含む。バイスタンダーの回数は含まない。）
とし、以後の助言要請及び指示要請は行わずに、早期に医療機関へ搬送する。
ただし、搬送先医療機関未決定の場合及び搬送先医療機関まで時間を要する（搬送時間が概ね２０分以上）
と判断した場合は、４回目以降の通電について助言を得て実施する。
なお、通電回数は合計６回を超えない範囲とする。

⑵ 現場出発後に初回の除細動適応波形を確認した場合の通電回数は、１回まで
とする。

⑶ 必要に応じて器具による気道確保を判断した場合については指示要請を行う。
注２ ⑴ 救急隊先着時の初期波形及び先着した消防隊による初回の解析結果から、除細動の実施がなかった場合は、薬

剤投与（アドレナリン）を考慮する。
⑵ 除細動実施後に除細動適応波形以外の波形となった場合は、薬剤投与を行うことなくその他必要な処置を実
施して早期に搬送する。

※ 初期波形ＶＦ／ＶＴにおける救急活動は、可及的速やかな搬送を主眼とすること。また、覚知から病院到着まで４５
分以内の搬送を目安とした活動に留意する。

※ 効果の判定時は、脈拍の有無、心電図波形を可能な限り短時間で確認し、プリントアウト等により記録する。
※ 通電量は、使用する機種により設定（推奨）されている値とする。

注 原則、救急隊による通電は、病院到着まで３回（消防隊の回数を含む。バイスタンダーの回数は含まない。）とす
る。
なお、４回目以降の通電について助言を得て実施する。

※ 覚知から病院到着まで４５分以内の搬送を目安とした活動に留意する。
※ 効果の判定時は、脈拍の有無、心電図波形を可能な限り短時間で確認し、プリントアウト等により記録する。
※ 通電量は、使用する機種により設定（推奨）されている値とする。
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

新 旧

第７章 第３節
第1０ 薬剤投与（アドレナリン）プロトコール

第７章 第３節
第1１ 薬剤投与（アドレナリン）プロトコール

（改正案５） 心停止プロトコール（除細動・薬剤投与統一）

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について

図７ー１７

※ 穿刺は傷病者１人に対し合計４回までとし、現場では２回までとする。
※ 効果の判定は、２分毎に行うＣＰＲの効果の判定に併せて行うものとし、判定は脈拍の有無、心電図波形を可能な限り短時
間で確認し、プリントアウト等により記録する。

※ 薬剤投与は、３～５分毎に実施するものとし、医師引継ぎまで３回までとする。
※ 波形変化により除細動適応波形を確認した場合の通電回数は、病院到着まで３回とする。
なお、４回目以降の通電について助言を得て実施する。

※ 薬剤投与と除細動処置の時機が重なった場合は、除細動処置を優先し、その後、薬剤投与を行う。
※ 現発後の静脈路確保は、以下の場合に実施可能とする。
ア 特定行為による気道確保が為され、人工呼吸器等により効果的な人工呼吸の継続可能
イ 自動式心マッサージ器等により、効果的な胸骨圧迫心マッサージを継続できる
ウ ４名乗車等により人工呼吸及び胸骨圧迫心マッサージの継続しながら特定行為が実施可能

※ ＰＡ連携時に消防隊が先着し、初回解析結果でＡＥＤによる除細動がなかった場合において、救急隊の初期波形がＶＦ／Ｖ
Ｔの場合は薬剤投与プロトコールを適応する。
穿刺は現場で２回、車内収容時２回までとする。

※ 効果の判定は、２分毎に行うＣＰＲの効果の判定に併せて行うものとし、判定は脈拍の有無、心電図波形を可能な限り短時
間で確認し、プリントアウト等により記録する。

※ 薬剤投与は、３～５分毎に実施するものとし、医師引継ぎまで３回までとする。
※ 波形変化により除細動適応波形を確認した場合の通電回数は、現場出発まで３回とする。
なお、現場出発後、初回の除細動適応波形を確認した場合は、初回の１回のみ通電する。

※ 薬剤投与と除細動処置の時機が重なった場合は、除細動処置を優先し、その後、薬剤投与を行う。

図７ー１７
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新 旧

第７章 第３節
第５ 酸素吸入
１ 酸素吸入の対象
酸素吸入は、以下の場合に実施する。
⑴ ショックの場合
⑵ 略
ア、イ 略
ウ 頻呼吸
エ 動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ2）が９０％以下の場合
⑶ 予防的な酸素吸入の必要性が特に高いと判断した場合
⑷ 医師の指示がある場合

２、３ 略
４ 留意事項
⑴ 一般的な留意事項
ア～オ 略
カ 予防的に酸素吸入の必要性が特に高い場合とは以下の様な場
合をいう。
（例）「意識障害がある場合」

「舌根沈下等の低酸素状態の出現や進行の恐れがある場
合」等

キ 心疾患、脳卒中の疑いがある場合に、酸素濃度や流量の判断
に迷う場合は助言要請を行う。

第７章 第３節
第５ 酸素吸入
１ 酸素吸入の対象
酸素吸入は、以下の場合に実施する。
⑴ ショック症状等を含む呼吸・循環不全の場合
⑵ 略以下の低酸素症の症状がある場合
ア、イ 同左
ウ 頻呼吸や頻脈
エ 急性の貧血等
⑶ パルスオキシメータの動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ2）が９０％以下を示した場

合
⑷ 予防的に酸素吸入の必要性があると判断した場合
⑸ 医師の指示がある場合
２、３ 同左
４ 留意事項
⑴ 一般的な留意事項
ア～オ 同左
新設

新設

（改正案６） 酸素吸入の適応及び流量

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について
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新 旧

重度低体温への対応要領をまとめて新たな項目として新設

第５章 第５節 第３ 傷病者の観察 活動基準5－38ページ
重度低体温の場合の呼吸脈拍確認
（中略）呼吸の確認は、３０～４５秒間かけて実施する。
（中略）脈拍の確認は、３０～４５秒間かけて実施する。
第５章 第７節 第５ 重症度・緊急度判断 活動基準5－70ページ
１ 小児及び乳児の症状等
以下の症状が確認された場合は、重症と判断する。

(1) コ 低体温
第７章 第３節 第７ 心肺蘇生 活動基準7－27ページ

意識レベルＪＣＳ３００で（中略）重度低体温と判断され、脈拍が１０回／分未
満の場合

第７章 第３節 第８ 除細動処置の制限 活動基準7－32ページ
（中略）重度低体温と判断する。その場合、救急隊による除細動の通電は１
回のみとし、２回目以降の通電について、救急隊指導医の助言を受ける。

第８章 第３節 第３ 低体温・凍傷 活動基準8－25ページ
３ 重症度・緊急度の判断

（中略）体温が著しく低下していると観察される場合及び体温測定の結果、
低値で測定できない場合は、重度低体温と判断する。

４ 救急処置
（中略）医療機関では復温処置を最優先するので、迅速に搬送する。

７ 留意事項
（中略）重度低体温が疑われ、循環の保たれている傷病者では、不用意な刺
激を与えないよう、愛護的に扱う。

（改正案７） 重度低体温への対応要領を新たな項目として追加

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について
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新 旧

第７章 第３節 第３
（カ） 気管内チューブ
ａ～ｃ 略
ｄ 挿入要領
⒜、⒝ 略
⒞ 気管内チューブ挿入の際は、チューブの先端が声門を通過する直前
で胸骨圧迫を中断させ、チューブを挿入し、声門マーカーが声門部分
にあることを確認後に胸骨圧迫を再開する。
⒟ 挿入後は、胸部挙上、５点聴診、呼気二酸化炭素（ＥＴＣＯ２）モニター
（以下「ＥＴＣＯ２モニター」という。）等により、気管内チューブが確実に
気管内に入っていることを確認する。

e 留意事項
⒜～⒠ 略
⒡ ストレッチャー等への移動時、車内収容時及び医療機関到着時に５
点聴診により換気確認及び気管内チューブの位置（深さ）及び固定状
況の確認を行う。

第７章 第３節 第３
（カ） 気管内チューブ
ａ～ｃ 略
ｄ 挿入要領
⒞ 気管内チューブの挿入に際しては、チューブの先端が声門を通過する
のを確実に確認し、チューブの声門マーカーが声門部分にあることを確認
する。

⒟ 挿入後は、食道挿管検知器（ＥＤＤ）、胸部挙上、５点聴診、呼気二酸
化炭素（ＥＴＣＯ２）モニター（以下「ＥＴＣＯ２モニター」という。）等により、
気管内チューブが確実に気管内に入っていることを確認する。

e 留意事項
(f) ストレッチャー等への移動時及び車内収容時に換気確認及び気管内
チューブの位置（深さ）及び固定状況の確認を行う。

（改正案８）その他の所要の変更

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について

・ＷＢチューブの項目を削除
・気管挿管プロトコールの一部改正
・心肺蘇生を望まない傷病者への対応
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新 旧

図７－８ 図７－８

（改正案８）その他の所要の変更

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について

気管挿管プロトコール
気管挿管プロトコール
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新 旧

第５章 第１節
第９ 心肺蘇生を望まない傷病者への対応
１ 略
２ 対象者
成年の心肺機能停止状態にある傷病者のうち、人生の最終段階においてＡ
ＣＰ（※注）の結果として傷病者本人が「心肺蘇生の実施を望まない意思」を
有している場合。ただし、次に該当する者を除く。

第５章 第１節
第９ 心肺蘇生を望まない傷病者への対応
１ 同左
２ 対象者
成年（２０歳以上）の心肺機能停止状態にある傷病者のうち、人生の最終段
階においてＡＣＰ（※注）の結果として傷病者本人が「心肺蘇生の実施を望ま
ない意思」を有している場合。ただし、次に該当する者を除く。

（改正案８）その他の所要の変更

審議事項３ ガイドライン改訂等に伴う救急活動基準の改正について
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審議事項４ 救急需要逼迫時における救急救命士再教育の実施要領について
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審議事項４ 救急需要逼迫時における救急救命士再教育の実施要領について

≪背 景≫

〇 令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、東京消防庁において、救急救命士再教育（病院実習、

以下「病院実習」という。）の未修了者が多数発生

〇 第９回救急隊員の教育に関する委員会（以下「教育の委員会」という。）において、未修了者に対する補充教養として、

日常的教育に「医師による教育」等を加えることで不足分を補うこととされた

〇 令和４年末から、ひっ迫する救急需要などに伴い、病院実習への職員の派遣が困難な状況が常態化していることから、

当該措置の継続について教育の委員会において審議

≪教育の委員会審議結果≫

〇 令和４年度の未修了者に対しても当該措置を継続することを承認

〇 今後の課題として、病院実習が困難な状況が継続することを考慮し、補充教育を実施することとするが、教育の質を維

持していくため、補充教育の項目について実情に即した内容の検討
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項４ 救急需要逼迫時における救急救命士再教育の実施要領について

≪参考 東京消防庁における病院実習の実施状況≫

令和４年度 救急救命士再教育指定人員
（令和４年２月末現在）

５００

４年度実施状況

修了者 ２６３

未修了（実習６４時間に達
しなかったもの）

２２８

未実施者（１日も病院実習
できなかった者）

９

未修了者小計 ２３７

※ 令和５年１月２３日以降中止

≪日常的な教育項目≫
※網掛けは追加項目
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審議事項５ 新規薬剤投与実習医療機関の承認について
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項５ 新規薬剤投与実習医療機関の承認について

≪背景≫

救急救命士等における実習医療機関を更に充実させるため、新規に薬剤投与実習医療機関の指定につい

て教育の委員会において審議

≪新規指定施設（案）≫

・ 東京慈恵会医科大学附属病院

・ 順天堂大学医学部附属練馬病院

≪教育の委員会審議結果≫

臨床実習施設における要件※を満たしていることから、東京都メディカルコントロール協議会より新規薬剤投与実習医療機

関について承認後、各医療機関と東京消防庁において病院実習に関する協定を締結することとして承認された。

※ 別添え５ 「臨床実習施設の選定について」の一部改正について（指第２５号 平成１０年５月 厚生省健康

政策局指導課長）を参照
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東京慈恵会医科大学附属病院

所在 港区西新橋３－１９－１８

病床数 １,０７５床

診療科目

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内

科、腎臓内科、内分泌・代謝内科、血液内

科、小児科、産科、婦人科、精神科、脳神

経内科、外科、整形外科、形成外科、脳神

経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児

外科、消化器外科、肝臓外科、乳腺外科、

血管外科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、

泌尿器科、リハビリテーション科、放射線科、

麻酔科、歯科、歯科口腔外科、救急科、病

理診断科

第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項５ 新規薬剤投与実習医療機関の承認について

順天堂大学医学部附属練馬病院

所在 練馬区西高野台３－１－１０

病床数 ４９０床

診療科目

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器

内科、小児科、精神科、神経内科、リウマチ

内科、糖尿内分泌内科、腎臓内科、血液

内科、

外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、

形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、小

児外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、

皮膚アレルギー科、泌尿器科、リハビリテー

ション科、放射線科、麻酔科、救急科、臨

床検査科、病理診断科、歯科、心臓血管

外科、小児科（新生児）
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

審議事項５ 新規薬剤投与実習医療機関の承認について

№ 医 療 機 関 名
教育施設の指定

指定№ 指定年月日
1 東京女子医科大学病院 1 H18.2.1
2 国立大学法人東京大学医学部附属病院 2 H18.2.1
3 日本医科大学多摩永山病院 3 H18.2.1
4 日本赤十字東京都支部武蔵野赤十字病院 4 H18.2.1
5 日本大学医学部附属板橋病院 5 H18.2.1
6 青梅市立総合病院 6 H18.2.1
7 杏林大学医学部附属病院 7 H18.2.1
8 帝京大学医学部附属病院 8 H18.2.1
9 東京女子医科大学附属足立医療センター 9 H18.2.1
10 東京都立多摩総合医療センター 10 H18.2.1
11 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 11 H18.2.1
12 公立昭和病院 12 H18.2.1
13 東京都立広尾病院 13 H18.2.1
14 昭和大学病院 14 H18.2.1
15 聖路加国際病院 15 H18.2.1
16 東京医科大学八王子医療センター 16 H18.2.1
17 日本大学病院 17 H18.2.1
18 東京都立墨東病院 18 H18.2.10
19 東邦大学医療センター大森病院 19 H18.2.10
20 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 20 H18.2.10
21 東京医科大学病院 21 H18.2.10
22 日本医科大学付属病院 22 H18.2.13
23 慶應義塾大学病院 23 H18.3.6
24 東京医科歯科大学病院 24 H20.12.19
25 独立行政法人国立国際医療研究センター病院 25 H21.11.19
26 東京警察病院 26 H21.11.19
27 日本赤十字社医療センター 27 H22.1.22
28 東京都済生会中央病院 28 H25.11.6
29 自衛隊中央病院 29 R3.4.1

≪薬剤投与実習医療機関≫
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報告事項１ 東京都における令和４年中の救急活動
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消防本部 区分 総数
交通
事故

火災
事故

運動競技
事故

自然災害
事故

水難
事故

労働災害
事故

一般
負傷

自損
行為

加害 急病
転院
搬送

資器材
等輸送

医師
搬送

その他

東京
消防庁

出場件数 872,101 41,077 3,354 4,611 8 563 5,237 150,464 6,658 5,253 599,238 42,954 709 181 11,794

構成割合 100% 5% 0% 1% 0% 0% 1% 17% 1% 1% 69% 5% 0% 0% 1%

稲城市
消防本部

出場件数 4,578 285 0 30 0 1 46 715 45 17 3,178 232 0 0 29

構成割合 100% 6% 0% 1% 0% 0% 1% 16% 1% 0% 69% 5% 0% 0% 1%

大島町
消防本部

出場件数 494 14 0 0 0 5 2 81 0 1 288 103 0 0 0

構成割合 100% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 16% 0% 0% 58% 21% 0% 0% 0%

三宅村
消防本部

出場件数 145 5 0 2 0 0 4 18 0 0 72 41 0 0 3

構成割合 100% 3% 0% 1% 0% 0% 3% 12% 0% 0% 50% 28% 0% 0% 2%

八丈町
消防本部

出場件数 580 15 0 0 0 5 14 109 2 3 376 54 0 0 2

構成割合 100% 3% 0% 0% 0% 1% 2% 19% 0% 1% 65% 9% 0% 0% 0%

合計
出場件数 877,898 41,396 3,354 4,643 8 574 5,303 151,387 6,705 5,274 603,152 43,384 709 181 11,828

構成割合 100% 4.7 0.4 0.5 0.0 0.1 0.6 17.2 0.8 0.6 68.7 4.9 0.1 0.0 1.3 

東京都における令和４年中の救急活動について＜表１＞ 各消防本部の出場件数 ※令和４年のデータは全て速報値となりま
す。

急病

68.7%一般負傷

17.2%

転院搬送

4.9%

交通事故

4.7%

それ以外

4.4%

東京都全体
n=877,898

＜図１＞東京都全体 種別の割合

823,114 831,056 

725,388 

748,565 

877,898 

660,000

680,000

700,000

720,000

740,000

760,000

780,000

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

＜図２＞東京都全体 出場件数推移
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＜表２＞ 各消防本部の出場件数

消防本部 区分
救護人員

軽症者数 軽症割合
総数 搬送人員 現場処置

東京
消防庁

令和4年 710,390 708,503 1,887 378,052 53.4%

令和3年 631,410 630,257 1,153 323,827 51.4%

増減数 78,980 78,246 734 54,225 
2.0%

増減率 12.5% 12.4% 63.7% 16.7%

稲城市
消防本部

令和4年 4,600 3,715 885 1,923 51.8%

令和3年 3,766 3,464 302 1,802 52.0%

増減数 834 251 583 121 
-0.3%

増減率 22.1% 7.2% 193.0% 6.7%

大島町
消防本部

令和4年 476 476 0 140 29.4%

令和3年 363 342 0 64 18.7%

増減数 113 134 0 76 
10.7%

増減率 31.1% 39.2% 0.0 118.8%

三宅村
消防本部

令和4年 146 142 3 48 33.8%

令和3年 140 135 4 34 25.2%

増減数 6 7 -1 14 
8.6%

増減率 4.3% 5.2% -25.0% 41.2%

八丈町
消防本部

令和4年 552 545 7 237 43.5%

令和3年 452 450 2 148 32.9%

増減数 100 95 5 89 
10.6%

増減率 22.1% 21.1% 250.0% 60.1%

合計

令和4年 716,164 713,381 2,782 380,400 53.3%

令和3年 636,131 634,648 1,461 325,875 51.3%

増減数 80,033 78,733 1,321 54,525 
2.0%

増減率 12.6% 12.4% 90.4% 16.7%

53.4% 51.8%

29.4%
33.8%

43.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

731,112 736,674 

629,764 634,648 

713,388 

398,608 
54.1%

399,424 
54.2% 331,674 

52.7%
325,875 
51.3%

380,400 
53.3%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

搬送人員

＜図３＞ 各消防本部の軽症者割合

＜図４＞ 東京都全体 搬送人員と軽症者数の推移
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報告事項１ 東京都における令和４年中の救急活動

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

0－14歳 52,299 53,815 35,375 41,139 53,002

15－29歳 82,110 83,418 65,171 67,518 81,401

30－44歳 83,525 80,312 67,673 68,150 73,064

45－59歳 100,213 100,790 88,678 89,432 94,890

60－74歳 133,032 130,245 114,609 112,200 120,228

75歳以上 279,933 288,094 258,258 256,209 290,803

合 計 731,112 736,674 629,764 634,648 713,388

52,299 53,815 

35,375 41,139 
53,002 

82,110 83,418 
65,171 67,518 81,401 

83,525 80,312 
67,673 68,150 73,064 

100,213 100,790 
88,678 89,432 94,890 

133,032 130,245 
114,609 112,200 

120,228 

279,933 288,094 

258,258 256,209 

290,803 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

0－14歳
15－29歳
30－44歳
45－59歳
60－74歳
75歳以上

75歳以上

60ー74歳

45ー59歳
15ー29歳
30ー44歳

0ー14歳

＜表3＞ 東京都全体 各年齢区分における搬送人員の推移

＜図５＞ 東京都全体 各年齢区分における搬送人員の推移

消防本部 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

東京消防庁
入電～現着 10分54秒 10分26秒 10分24秒 11分29秒 14分15秒

現着～現発 21分09秒 21分05秒 22分45秒 25分05秒 30分08秒

稲城市消防本部
入電～現着 07分35秒 07分44秒 07分55秒 07分59秒 07分59秒

現着～現発 19分36秒 20分02秒 20分54秒 23分29秒 27分18秒

大島町消防本部
入電～現着 14分11秒 12分15秒 12分57秒 13分27秒 13分49秒

現着～現発 09分57秒 11分01秒 11分00秒 10分03秒 10分42秒

三宅村消防本部
入電～現着 11分20秒 11分34秒 11分48秒 11分00秒 11分48秒

現着～現発 10分27秒 12分06秒 12分27秒 10分48秒 12分07秒

八丈町消防本部
入電～現着 09分38秒 09分32秒 10分12秒 09分05秒 10分37秒

現着～現発 11分52秒 11分17秒 12分38秒 13分06秒 13分02秒

＜表４＞ 各消防本部 「入電～現着」及び「現着～現発」の平均時間の推移

21分09秒 21分05秒
22分45秒
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30分08秒

19分36秒 20分02秒

20分54秒

23分29秒
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12分06秒
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東京消防庁

稲城市消防本部

八丈町消防本部

三宅村消防本部

大島町消防本部

＜図６＞ 各消防本部の「現着～現発」の平均時間の推移
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174

第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京ルール件数の推移 東京ルール件数の推移

令 和 ５ 年 ３ 月 １ ０ 日
東京都福祉保健局作成
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和3年版
救急・救助の現況から編集令和２年都道府県別目撃ありの心原性心停止生存率

％
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和２年都道府県別目撃ありの心原性心停止社会復帰率
令和3年版

救急・救助の現況から編集

％
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和3年版
救急・救助の現況から編集令和２年都道府県別目撃ありのVF/VT生存率

％
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和3年版
救急・救助の現況から編集令和２年都道府県別目撃ありのVF/VT社会復帰率

％
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和3年版
救急・救助の現況から編集令和２年都道府県別救急要請から現場到着時間

分
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和3年版
救急・救助の現況から編集現場到着時間と生存率

％

分

東京
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

東京

％

分

目撃ありのVT/VFの現場到着時間と生存率
令和3年版

救急・救助の現況から編集
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和3年版
救急・救助の現況から編集令和２年都道府県別救急要請から医師引継ぎ時間

分
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和3年版
救急・救助の現況から編集医師引継ぎまでの時間と生存率

東京

分

％
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和3年版救急・救助の現況から編集

令和２年都道府県別市民が目撃した心原性心停止のうち、心肺蘇生を実施した割合
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和3年版救急・救助の現況から編集

令和２年都道府県別市民が目撃した心原性心停止のうち、心肺蘇生を実施した割合と生存率

生存率％

By-stander率（％）

東京
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

令和3年版救急・救助の現況から編集

目撃ありの心原性心停止への一般市民の心肺蘇生実施率
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

生存率との関係
（ｒ2）

生存率との関係
（ｒ）

到着時間
（心原性）

0.075 -0.274 あまり関係ない？

到着時間
（VF/VT）

0.1142 -0.338 弱い負の相関

医師引継ぎ時間
0.0998 0.316 弱い正の相関？？

By-stander
（心原性）

0.1406 0.382 弱い正の相関

相関係数（ｒ）

0～0.3未満： ほぼ無関係

0.3～0.5未満： 弱い相関

0.5～0.7未満： 相関がある

0.7～0.9未満： 強い相関

0.9以上： 非常に強い相関
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第２３回東京都メディカルコントロール協議会

報告事項２ 東京都の蘇生統計

救命の連鎖の中で早期認識と通報、一次救命処置の重要性

改訂6版 救急蘇生法の指針2020（市民用）から

参考）
令和3年版救急・救助の現況での救急要請から現場到着時間、救急要請から医師引継ぎ時間は全て

の救急要請における時間である。
したがって、心停止症例に限定した時間ではない。
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